
業務番号 1700027

令和7年6月2日

　　（添付書類有の場合、書類名を記入）

　（FAX番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

太田川流域下水道東部浄化センター

　を添えて申請します。
　　なお、地方自治法施行令第167条の４の規定のいずれにも該当しない者であること、入

付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので、必要書類

別記様式第２号

　公益財団法人広島県下水道公社理事長　様

入札参加資格確認申請書

　札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを
　誓約します。

２　添付書類（ 有 ・ 無 ）

他１か所電気測定業務
１　委託業務名　：

令和　　　年　　　月　　　日

住所又は所在地
商号又は名称
代 表 者 氏 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　（担 当 者　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　（電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



業務番号 1700027

質

問

事

項

回

答

から 令和7年6月19日
　 広島県下水道公社管理棟２階事務室（総務課）において閲覧に供する。

　委託業務名　　： 太田川流域下水道東部浄化センター
他１か所電気測定業務

令和　　　年　　　月　　　日

　公益財団法人広島県下水道公社理事長　様

設計図書に対する質問・回答書

　委託業務場所　： 広島市南区向洋沖町１番１号

　注 質問に対する回答は、令和7年6月2日 まで 公益財団法人

代 表 者 氏 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

住所又は所在地

商号又は名称

別記様式第１号



業務番号 1700027

他１か所電気測定業務

５　代理人使用印

３　委任する権限

上記業務の入札又は見積に関する一切の権限

氏　名

広島市南区向洋沖町１番１号、安芸郡熊野町出来庭三丁目８番33号

委　　任　　状

令和　　　年　　　月　　　日

　公益財団法人広島県下水道公社理事長　様

委任者　住　所

　　　　氏　名

１　業務名

２　業務場所

　　　　名　称
　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　㊞

いて、次のとおり権限を委任します。

　私は、次の者を代理人と定め、貴公社が発注する業務の入札又は見積にお

太田川流域下水道東部浄化センター



業務番号 1700027

 １　業　務　名　

入　　札　　書

￥

　代表者

　公益財団法人広島県下水道公社理事長　様

 ２　業 務 場 所　

 上記業務の受託代金として、業務委託契約条項を承諾の上、
入札します。

　　令和　　　年　　　月　　　日

　住　所

　氏　名

　名　称

　太田川流域下水道東部浄化センター
　他１か所電気測定業務

　広島市南区向洋沖町１番１号、安芸郡熊野町出来庭三丁目８番33号



別記様式第８号 業務番号 1700027

　　　　（担当者名　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　１の業務に係る競争入札に関し、刑法（明治40年法律第45号）第96条の６

若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和22年法律第54号）第３条若しくは第８条第１号等の法令に抵触する

１　業務名

行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも法令を遵守するこ

太田川流域下水道東部浄化センター

とを誓約します。

　○契約が解除された場合に、当該業務に係る契約書の規定に従い、違約

２　誓約事項

　　金を支払うこと。

他１か所電気測定業務

　○この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。

　また、２に記載の誓約事項について、異議はありません。

　○法令に違反した場合等に、当該業務に係る契約書の規定に従い、損害

　　金が請求されること及び契約が解除されることがあること。

　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　㊞

誓　約　書

令和　　　年　　　月　　　日

　公益財団法人広島県下水道公社理事長　様

　　　　  住所又は所在地

　　　　商号・名称



業務番号 1700027

　　　　（担当者名　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　次の業務の入札（見積）に指名を受けましたが、辞退いたします。

辞　退　届

令和　　　年　　　月　　　日

　公益財団法人広島県下水道公社理事長　様

　　　　  住所又は所在地

　　　　商号・名称

　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　㊞

１　業務名

太田川流域下水道東部浄化センター

他１か所電気測定業務

２　入札予定年月日

　　令和　　年　　月　　日　　　：　　　～

３　辞退する理由

（１）手持ち工事等が多く、業務を受注することが困難である。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　（向こう　　　ケ月程度）
（２）技術者の確保が困難である。
（３）作業員の確保が困難である。
（４）会社（個人企業の場合は個人）の都合による。
（５）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


